
　

注： は、取付け又は交換部品を示す。

不具合の内容

改善措置の内容

識別

改善箇所説明図

小型特殊自動車のフォークリフトにおいて、

①尾灯、制動灯および後退灯の設計指示が不適切なため、全高２．０ｍを超える車両に

尾灯、制動灯および後退灯を備えていないものがある。そのため、保安基準に適合しない

おそれがある。

②後部反射器の設計検討が不十分なため、車両最外側から後部反射器の最外縁までの距離が

４００ｍｍを超えるものがある。そのため、保安基準に適合しないおそれがある。

①全高２．０ｍを超える車両に、尾灯、制動灯、後退灯を備える。

②全車両、後部反射器の取付けブラケットを対策品に交換する。

フロントプロテクターの前面にNo.５７７９のステッカーを貼付する。

後部反射器

後部反射器取付けブラケット

尾灯、制動灯、後退灯

基準不適合発生箇所②

基準不適合発生箇所①


